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１．企業情報、計画期間、行動計画の目標、取組結果等について 

 （１）企業情報 

   法 人 名   株式会社関西ケーズデンキ 

   所 在 地   水戸市桜川１－１－１ 

   業 種   小売業（家庭電化製品の販売） 

   労働者数   １，６６３人（男性９６３人／女性７００人） 

（平成２９年６月末現在） 

 

 （２）行動計画期間 

   平成２７年４月１日～平成２９年６月３０日 

 

 （３）行動計画の目標及び取組の結果 

   【目標 1】計画期間内に、男性の育児休暇取得者を１名以上とする。 

    （結果）・ポスター制作等による周知・啓発に取り組み、計画期間内に２名の男

性が育児休暇を取得した。 

   【目標２】計画期間内に、女性の育児休暇取得率を７５％以上とする。 

    （結果）・ポスター制作等による周知・啓発に取り組み、計画期間内における女

性の育児休業取得率１００％を達成した。 

   【目標３】有期雇用契約から正規社員へのキャリアアップの実施。 

    （結果）・４名の有期契約労働者の正規社員への転換を実施した。 

 

 （４）認定基準に係る取組状況 

    ●女性  育児休業取得率     １００％ 

    ●男性  育児休業取得者       ２名 

 

 

２．認定を受けてのコメント 

 当社は、一般事業主行動計画に基づき、仕事と子育てを両立できる、従業員にとって働

きやすい環境となるよう取り組んでまいりました。 

 制度の充実に加え、周知を図ることにより、従業員一人一人の疑問や不安が解消され、

計画期間内において女性育児休業取得率は１００％、男性の育児休業取得者は２名の実績

となりました。 

 今後もより良い職場環境を作り続けていきたいと思います。 

 

 

 

 

株式会社関西ケーズデンキ 



３．認定通知書交付式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【H29.9.12 茨城労働局にて撮影】 

  株式会社関西ケーズデンキ 代表取締役 杉本 正彦 氏（中央） 

               総務人事部 宮田 啓 氏（右） 

  茨城労働局長（左） 

 


